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第 2 回水環境創造プラン行政部会 会議録 
 

１ 開催及び閉会に関する事項 

(1) 開会 

平成 19 年 2 月 5 日(月)  午後 3 時 15 分 

(2) 閉会 

平成 19 年 2 月 5 日(月)  午後 4 時 30 分 

 

２ 開催場所 

岡崎市福祉会館 3 階 301 会議室 

 

３ 出席委員及び欠席委員等の氏名 

(1) 出席委員 

溝口敏明（代理 土田秀樹）、加藤信、藤岡可三、平松隆、足立晴義、鈴木義雄、秋野善美、

中根良一、野場豊章、三上俊雄、内田義昭、川澄基、小林健吾 

(2) 欠席委員 

なし 

 

４ 説明のための出席した事務局職員の職氏名 

環境部調整監 山本惠一、環境保全課長 杉浦哲矢、環境保全課副主幹 糟谷慶一、環

境保全課主幹 塩沢卓也、環境保全課主任主査 蜂須賀功、環境保全課技師 大口光生、

企画課主幹 齊藤勝英 

 

５ 議題等 

年間水収支及び汚濁負荷収支の将来予測について ほか 

 

６ 議事の要旨 

(1) 議題 1 年間水収支及び汚濁負荷収支の将来予測について 

・ 水収支及び汚濁負荷収支の将来予測結果は、マスタープラン及びアクションプラン

の中でどのように活用されるのか。（Ｅ委員） 

→水環境を悪化させている要因を明らかにし、水環境改善の対策検討の参考とする。

また、対策実施後に見込まれる効果を把握し、重点的に取り組む対策を検討する際

の参考とするとともに、計画目標設定の際の参考とする。（事務局） 

・ 将来予測の根拠の一つになっている「都市計画マスタープラン」は現在見直し中で

ある。見直し後は将来土地利用等の条件が変更される可能性があることを認識して

おいて欲しい。（Ｋ委員） 

→現段階では、見直し前の「都市計画マスタープラン」に準拠するしかない。今後は
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社会条件の変化等を鑑み、今回設定した将来想定と現実の社会条件が著しく異なる

ことが予測される場合等に「水環境創造マスタープラン」を見直すことで対応して

いくものと考える。（部会長代理） 

・ 今後の農業集落排水処理施設等の下水道の整備については現在検討・調整中である。

整備手法が決定しているように読み取れる表現とならないよう配慮して欲しい。

（Ｌ委員） 

→各種表現については、個別に調整する。（事務局） 

・ 将来の水量と水質予測は、森林の整備実施後の値か。（Ｉ委員） 

→森林の整備が水量・水質に及ぼす影響については、資料不足のため考慮していない。

ただし、アクションプラン検討の際は、重点的に取り組む対策として考えていきた

い。（事務局） 

・ ため池の水質は水の出入りが少なくなると徐々に悪化していくと考えられる。水質

が悪化した水が流出することによる影響は考慮されているのか。（Ｉ委員） 

→ため池の時間経過に伴う水質変化は考慮していない。（事務局） 

・ 第二東名高速道路建設等に伴い、土砂の流出形態も変化することが予想される。濁

水の変化については定量化できないか。（Ｎ委員） 

→濁水の定量化は難しいと考えている。濁水対策は、岡崎市生活環境保全条例に基づ

く土砂の流出防止勧告等で対応していくものとしたい。（事務局） 

・ 降雨後、短時間に川に流出していく水の量については予測しているのか。予測され

ているならば、水量、水質等と同様に変化を示して欲しい。（Ｅ委員） 

→降雨後、短時間に川に流出する水の量についても変化を予測している。指摘に対応

し、資料に予測結果を示す。（事務局） 

・ 将来予測の「Case4、市街地の 100％に浸透施設設置」では、道路の浸透対策も見込

まれているのか。（Ｎ委員） 

→道路の浸透対策は見込んでいない。（事務局） 

 

(2) 議題２ 水環境創造マスタープランについて 

・ 防災面の取り組みについては、従来どおりの行政が担当する施設整備が中心になっ

ているように感じる。平常時の水環境改善への取り組みが防災機能の向上にもつな

がることを説明し、市民に防災を身近に感じてもらえる計画書としたい。（Ｅ委員） 

→記載内容の修正について、個別調整する。（事務局） 

・ 「身近な緑を増やす」について、現状では街中にある公園や学校では近隣からの苦

情や安全・安心を理由に樹木の伐採が進んでいる。身近な緑を増やすためには市民

の考え方を変えることが必要である。水環境創造プランでは少なくとも公共施設内
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の樹木は伐採しない等、行政としての身近な緑のあり方についての姿勢を示すこと

ができないか。（Ｉ委員） 

→身近な緑のあり方については市民の意見を踏まえることも必要であり、行政だけで

方向性を決定することは難しいと考える。マスタープランの表現修正については個

別調整とする。（部会長代理） 

 

(3) 議題３ 今後の予定について 

・ マスタープランの内容について意見がある場合は、平成 19 年 2 月 9 日までに事務

局に提出して欲しい。（事務局） 

 

 

【配付資料】 

第 2 回水環境創造プラン行政部会 議事次第 

第 2 回岡崎市水環境創造プラン行政部会 出席者名簿 

水環境創造プラン行政部会 全体配席図 

資料-1：年間水収支、汚濁負荷収支の将来予測 

資料-2：岡崎市水環境創造マスタープラン（案） 

資料-3：岡崎市水環境創造マスタープラン検討フロー 

参考資料 1：年間水収支と汚濁負荷収支の将来予測補足資料 

参考資料 2：第 1 回水環境創造プラン行政部会会議録 

 

 

 

 

会議録署名者 

 

 

水環境創造プラン検討委員会行政部会長代理 山 本   惠 一 

 

 


